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第8章 方法書についての意見と事業者の見解 

8.1 方法書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解 

8.1.1 方法書の公告及び縦覧等 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算して 1か月縦覧に供した。

（意見提出期間においても図書が確認できるよう、縦覧期間満了の日から 2週間、追加で縦覧を行

った。） 

 (1) 方法書の公告・縦覧 

  (a) 公告の日 

令和 3年 1月 29日（金） 

  (b) 公告の方法 

公告は令和 3年 1月 29日（金）付の日刊新聞紙「山陽新聞（朝刊）」に掲載した。また、図 

8.1.1-1（1）及び図 8.1.1-1（2）に示すとおり、日本再生可能エネルギー株式会社 ホームペ

ージ（https://venaenergy.co.jp/1276）において電子縦覧を実施した。 
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図 8.1.1-1(1) 日本再生可能エネルギー株式会社 HPによるお知らせ  
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図 8.1.1-1(2) 日本再生可能エネルギー株式会社 HPによるお知らせ 
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  (c) 縦覧場所 

関係地域を対象に、表 8.1.1-1に示す 2か所にて縦覧を実施した。 

また、日本再生可能エネルギー株式会社のホームページにおいて、インターネットの利用によ

り電子縦覧を行った。 

 

・岡山県 美作県民局 真庭地域事務所 真庭地域総務課（岡山県真庭市勝山 591） 

・真庭市 勝山文化センター1階ロビー（真庭市役所 勝山振興局 地域振興課）

 （岡山県真庭市勝山 319番地） 

 

表 8.1.1-1 縦覧状況 

縦覧場所 写真 1 写真 2 

岡山県 美作県民局 真庭地

域事務所 真庭地域総務課 

 

 

 

 

－ 

真庭市 勝山文化センター1

階ロビー（真庭市役所 勝山

振興局 地域振興課） 

  

 

  (d) 縦覧期間 

縦覧期間は以下のとおりとした。 

・縦覧期間：令和 3年 1月 29日（金）から令和 3年 3月 1日（月）まで 

（意見提出期限である令和 3年 3月 15日（月）まで追加縦覧） 

・縦覧時間：各施設の開庁日の開庁時間に準じた。 

※インターネットの利用による縦覧（電子縦覧）も上記縦覧期間と同じとし、電子縦覧は

期間中、終日アクセス可能な状態とした。 

 

 (2) 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法第 7条の 2の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を以下

のとおり開催した。 

 

開催日時 開催場所 参加者数 

令和 3年 2月 13日（土） 

19時～20時 
真庭市 勝山文化センター 第 1会議室 9名 
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 (3) 方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提

出を受け付けた。 

  (a) 意見書の提出期間 

令和 3年 1月 29日（金）から令和 3年 3月 15日（月）まで 

  (b) 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

方法書に対する環境保全の見地からの意見は、以下の方法により受け付けた。 

①日本再生可能エネルギー株式会社への書面の郵送 

②方法書縦覧場所に設置した意見書箱への投函（表 8.1.1-2参照） 

  (c) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 2通 3件であった。 
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表 8.1.1-2 ご意見記入用紙 
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8.1.2 方法書についての意見の概要及び事業者の見解 

「環境影響評価法」第 8条第 1項の規定に基づいて、当社に対して意見書の提出により述べられ

た環境の保全の見地からの意見は 2通 3件であった。 

「電気事業法」第 46 条の 6 第 1 項の規定に基づく、環境影響評価法第 8 条第 1 項の意見に対す

る当社の見解は、表 8.1.2-1に示すとおりである。 

 

表 8.1.2-1 環境影響評価方法書について述べられた意見の概要と当社の見解 

【事業計画】 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

1 

B 区は、急傾斜の山林や谷が多い地形で、太

陽電池パネルを設置すべきではないと思い

ます。風雨災害が多いので山林開発は慎重に

行うことが求められていると思います。よろ

しくお願いします。 

太陽電池の配置については、災害防止及び環

境への影響低減の観点から、設置の是非を検討

しました。その結果、太陽電池の配置について

は、対象事業実施区域南側の A 区のみとし、B

区には配置しない計画に変更しました。 

2 

施設管理において将来除草対策が必要と思

われるが、除草計画と環境への影響を具体的

に検証していただきたい。 

パネル設置位置の地表面は、種子吹付等の緑

化を行うことを計画しています。また、除草に

ついては、周辺への水質への影響を考慮し、除

草剤などは用いず、定期的な刈り取りを行う予

定です。このため、除草作業に伴う環境影響は

ないと考えていますが、今後、詳細な管理計画

を検討する中で、環境への影響があると判断さ

れる場合には、必要に応じて適切な管理を行っ

てまいります。 
 
【その他】 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

3 

河川、谷川の治水環境保全について地域住民

が不安を感じている。将来にわたってどの様

な保全対策が必要か、流域ごとに検証を行

い、住民説明をお願いする。 

調整池は定期的に浚渫を行い、浚渫土につい

ては、調整池付近に仮置き、水切り後、事業区

域内の維持管理に伴う補修（法面等）に使用し

ます。また、施設の維持管理として、常時巡視

を月１回、異常時（豪雨時、地震時）は都度、

巡視を行い、調整池の点検を行います。 

そのほか年１回（渇水期）に吐口・放流施設

等の排水施設に堆積・付着した土砂・ゴミ等の

除去作業を行います。出水後は都度、土砂・ゴ

ミ等の除去を行います。異常時（豪雨時、地震

時）は、あわせて事業区域内の排水施設や法面

についても監視を行い、災害の発生抑止に努め

ます。 
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8.2 方法書についての岡山県知事の意見及び事業者の見解 

 「電気事業法」第 46条の 7第 1項の規定に基づく、環境影響評価法第 10条第 1項の岡山県知事意見

に対する当社の見解は、表 8.1.2-1に示すとおりである。 

 

表 8.1.2-1(1) 環境影響評価方法書について述べられた岡山県知事意見の概要と当社の見解 

岡山県知事意見の概要 事業者の見解 

1. 総論評価 

（１）事業計画について 

適切な予測・評価を行うためには、可能な限り詳細

な事業計画となっていることが求められるので、準

備書作成に当たっては太陽光発電設備及び付帯設備

（以下「太陽光発電設備等」という）の構造・配置又

は音・規模（以下「配置等」という。）地表面の改変

および使用する建設機械や運搬車両の種別や数量等

について、可能な限り具体化すること。 

また、具体化に当たっては、太陽光発電設備等の配

置等について、環境影響を回避または極力低減する

よう検討し、その経緯及び内容を示すこと。 

なお、環境影響評価を行う過程において、項目及び

手法の選定等に係る事項に新たな事業が生じた場合

は、必要に応じて見直しを行い、適切に調査、予測及

び評価を行うこと。 

 準備書作成にあたっては、太陽光発電設備等

の配置等又は改変区域及び使用する建設機械

や運搬車両の種別や数量について、可能な限り

具体的に記載しました。 

また、検討経緯及び内容については、準備書

第 2章に記載しました。 

生態系の予測・評価につきましては、上位性

をフクロウとしておりましたが、現地調査にお

いて対象事業実施区域内での繁殖が確認され

ませんでしたので、対象事業実施区域内で繁殖

が確認されたサシバに変更して予測・評価を行

いました。 

（２）地域住民の理解について 

 円滑な事業実施のためには周辺住民の理解や協力

が不可欠であり、地域住民から治水や風雨災害など

に関する懸念が示されていることから、今後の手続

きにおいては、事業計画や環境保全措置に係る情報

提供を積極的に行うなど、地域住民の懸念を払しょ

くするよう努めること。 

 周辺住民の理解や協力は必要不可欠ですの

で、随時説明会を実施することで、当該地域の

住民の理解の醸成を進めてまいります。 

 また、住民の不安の払しょくのために、丁寧

な説明及び対応を行います。 

２．各論評価 

（1）環境の自然的要素の良好な状態の保持 

ア 大気環境 

○騒音 

 パワーコンディショナーからの騒音の測定方法等

については、現時点で十分な知見が得られていない

ことを踏まえ、方法書記載の住宅からの距離の確保

だけではなく、パワーコンディショナーを収納する

工作物等の防音性能を高めるなど環境保全措置の内

容について検討すること。 

パワーコンディショナーにつきましては住

宅からの距離を確保するとともに、カバーの防

音性能も十分配慮して、環境保全措置を検討し

ました。 

パワーコンディショナーから最も近い住宅

までの距離は約 573ｍとなっています。 

 

イ 水環境 

(ｱ)土地の改変および太陽光発電設備等の設置に伴

う水環境への影響評価にあっては、広大な面積の

植生が太陽光パネルに変更され、河川への流出水

の経路、流出量と速度及び流出パターン(以下「流

出経路等」という。)の変更が予想される事業特性

を十分考慮し、林地開発に係る開発行為の技術基

準等を参照の上、想定する降水量の詳細な検討を

行うこと。その結果によっては太陽光発電設備等

の設置面積や規模の縮小により環境影響を回避

叉は低減する計画とすること。 

水環境への環境影響評価については、日常的

な降雨時（3.0㎜/h）とともに、降雨時調査時

の最大降雨量（12.5mm/h）及び局所的な強雨時

（過去 10年の降雨データの最大値を基に 54.0

㎜/h）の降水時についても予測計算を行い、そ

の結果を踏まえ、環境影響の回避、低減を行う

計画としました。 
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表 8.1.2-1(2) 環境影響評価方法書について述べられた岡山県知事意見の概要と当社の見解 

 

岡山県知事意見の概要 事業者の見解 

(ｲ)事業場西側や沈砂池を経由しない沢からの排水

への河川への流入の有無など、事業実施区域から公

共用水域への排水経路を適切に把握・考慮したうえ

で予測評価を行うこと。 

 なお、事業実施区域の河川への流入状況によって

は、必要に応じて予測地点の追加について検討する

こと。 

工事時、供用後の排水については既存の調整

池を使用する計画であり、改変区域内の排水は

すべて調整池で一時貯留することにより土砂

を沈降させるなどし、公共用水域に放流する計

画として、予測・評価を行っております。 

ウ その他の環境 

○地盤 

 現地踏査やボーリング調査等による地形や地質の

詳細把握に加え、斜面安定解析手法等による定量的

な手法による予測評価を行い、必要に応じて太陽電

池発電設備等の配置等を変更するなど、土地の安定

性に係る環境影響を回避叉は極力低減する計画とす

ること。 

本事業の土地造成計画は、「岡山県林地開発

許可申請の手引」（令和 3 年 4 月、岡山県農林

水産部治山課）及び「岡山県県土保全条例の手

引き」（令和 2年 12月、岡山県県民生活部中山

間・地域振興課）に準拠しており、土木工学的

に安定した法面勾配とする計画です。したがっ

て、供用時における地盤の安定性については造

成計画と上記の技術基準を比較することによ

り定性的な予測を行っております。 

(2)生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全 

○動物・植物・生態系 

 動植物及び生態系に係る適切な予測・評価を行う

ため、方法書に掲げている文献資料の他に、現状の状

況を示した図書がないか精査するとともに、専門家

に聞き取りを行うこと等により、対象種の把握及び

調査方法の充実を図ること。 

方法書作成時には専門家ヒアリングを行っ

ており、留意すべき種、調査方法等について意

見を伺い、それを踏まえて調査を行っておりま

す。また、方法書手続き以降も現状の状況を示

した図書に関して精査しましたが、新たな文献

は確認されませんでした。 

(3)環境への負荷の低減 

○廃棄物等 

 設置する太陽光発電設備等における有害物質の含

有状況を踏まえた適切な処理・処分の方策の把握及

び評価を行うこと。 

 太陽電池発電設備の処理・処分等にあたって

は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

45年法律第 137号）等の関係法令や「太陽光発

電設備のリサイクル等の推進に向けたガイド

ライン（第二版）」（平成 30年 12月、環境省）

等に基づき、適正に処理を行うこととして予

測・評価を行いました。 
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